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在留資格申請実務ガイダンス 

 

本稿は、在留資格にかかる申請業務に関して、その趣旨の理解と、具体的に書類を準備・作成する

際考慮すべき点について解説したものである。利用に際しては、出入国在留管理庁が示す「日本で

の活動内容に応じた資料」と併せて参照いただくことをお勧めする。 

 

第１章 在留資格認定証明書交付申請 

第 1節 在留資格認定証明書交付申請とは 

在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が、事前に、日本において行おうとする活

動が上陸のための条件（在留資格該当性・上陸基準適合性の要件）に適合しているかどうかについ

ての審査を法務大臣に仰ぎ、当該の条件に適合する旨の証明を得るための申請をいう。 

 

① 在留資格認定証明書交付申請の流れ 

1.在留資格に応じた申請書の入手 

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1-1.html 

2.在留資格における日本での活動内容に応じた資料の準備 

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10.html 

  3.管轄の出入国在留管理局の窓口で申請 

   法務省令で定める代理人が申請する場合の主な管轄は次の通りとなっている。 

    ア）代理人が受入れ機関の職員となっている場合・・・当該機関の所在地を管轄する出入 

国在留管理局 

イ）代理人が親族となっている場合・・・親族の住所地 

   また、申請人本人が日本に在留中に申請をする場合は、申請人本人又は法務省令で定める代

理人のどちらでも申請が可能となる。 

※申請の受付窓口（総合窓口、専門窓口）や提出方法（整理番号の発行の有無）については、

各管理局、支局、出張所で異なるため、あらかじめ確認しておくことが望ましい。 

申請書類に不備がなければ申請が受理され、申請が受理された日付や申請番号が付与された

申請受付票が渡される。 

   ※申請番号は、申請後に出入国在留管理局との連絡に利用するため、受付票は保管しておく。 

  4.審査期間は、審査内容によっても異なるが概ね 10 日～90 日（120 日を超える事案もある。） 

   また、審査の過程で、「資料提出通知書」が送付されることがある。この通知書は、審査の過

程で、申請時に提出した資料では足りず、別途資料が必要と出入国在留管理局が判断した際

に追加提出を要請する書面で、必要とされる書類と提出期日（概ね２週間程度）が記されて

いる。提出しないことも申請者の任意であるが、この場合、申請時に提出した書類のみで交

付の可否が判断される。なお、当該資料の準備に時間を要するなど提出期限に間に合わない

場合は、その旨の説明と提出期日の目安を申し出ることで提出期限を延長することは可能で

ある。 

  5.審査結果の通知 

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1-1.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10.html
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   申請内容が認められた場合は「在留資格認定証明書」が、不交付の場合は不交付の通知とそ

の理由が記載された書面が、申請時に申請書類と併せて提出している返信用封筒に封入され

返送される。 

   不交付の場合、その理由を出入国在留管理局に出向き確認することができる。 

  6.在留資格認定証明書交付後の手続き 

   本申請により、あらかじめ上陸条件の適合性の審査は終了しているため、申請人は、国籍国・

地域又は居住国に存する日本の公館（大使館、領事館等）において、査証申請を行う際に当

該証明書を提示し、また、日本の空海港における上陸審査時に当該証明書及び査証を所持す

ることにより、スムーズな上陸審査手続が行われる。 

 

② 在留資格認定証明書の交付要件 

上述した「在留資格該当性」、「上陸基準適合性」の観点から示される要件を満足することで交付が

なされることになる。 

「在留資格該当性」に関する要件は、申請人が日本で活動しようとするにあたり、入管法上、該当

する資格が定められているか否かということであり、具体的には、以下に記される「在留資格」に

定められた活動にあてはまるかを判断するものである。 

「基準適合性」に関する要件は、上記の在留資格該当性があると考えられる申請人が、該当する証

明書を交付するにあたって定める基準を満たしているか否かということであり、具体的には、学歴

や実務経験期間等があげられる。 

 

③ 在留資格認定証明書交付申請における注意点 

在留資格認定証明書の有効期限は、原則、交付日より 3月である。よって、申請人はその期限まで

に上陸しなければならない。 

不交付となった場合、その理由を出入国在留管理局に出向き確認することができる。この理由の説

明は申請人の代理人に対して行われるため、取次行政書士は同行者として出向くのが通常であるが、

取次行政書士に対して理由の説明を行うことを可とするケースもあるため、この点、事前に確認す

ることが望ましい。 

 

第 2節 在留資格認定証明書交付申請書の書き方 

① 技術・人文知識・国際業務（高度専門職 1号ロ含む） 

在留資格該当性において「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲は、日本の公私の機関との契約

に基づいて行う業務に従事することであり、その業務内容は「技術」、「人文知識」、「国際業務」の

分野によって以下に大別されている。 

技術－理学、工学、その他自然科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務 

人文知識－法律学、経済学、社会学その他の人文知識の分野に属する技術もしくは知識を要する業

務 

国際業務－外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務 

それぞれの分野によって交付にかかる基準も異なってくるため、所属機関において従事する業務が

どの分野に該当するかについての正確な見極めが必要である。 
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※高度専門職 1号ロについては、「国際業務」は該当しないので注意が必要である。 

上陸基準適合性については、 

1．申請人の学歴、職歴、経歴等に関してつぎのいずれかに該当すること 

・従事する業務の技術や知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又は同等の教育を受けた

こと 

・従事する業務の技術もしくは知識に関連する科目を選考して日本の専修学校の専門課程を修了

したこと 

・従事する業務内容に関連する実務経験を 10年以上有していること 

2．申請人の報酬に関して日本人が従事する場合と同等額以上であること 

が求められている。 

申請人の学歴、職歴、経歴等 

大学を卒業し、又は同等の教育を受けたことについては、教育制度は、国によって異なることも少

なくなく、教育機関、学部、学科の名称だけではその判断が難しい。そこで、実務的には学位（博

士、修士、学士等（大学）、短期大学士（短期大学）、準学士（高等専門学校）、高度専門士、専門士

（専修学校等））又はこれらに相当する海外教育機関の学位の授与をもって学歴の適合性を証する

のが通常である。また、科目の専攻については、近年、教育機関の学部、学科も多様化しているし、

あるいは従事する業務も複合化していることから学位証書に記載された学部、学科、専攻だけでは

該当性の判断が難しい場合もある。よって、学位証書の記載だけでは該当性の説明が難しい場合は、

成績証明書等履修した科目の詳細がわかる書類をもってこれを証することに努めることが望まし

い。なお法務省が、「大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取扱いに

ついて」（平成 20 年 7 月 17 日法務省入国管理局長通達）において「現在の企業においては、必ず

しも大学において専攻した技術又は知識に限られない広範な分野の知識を必要とする業務に従事

する事例が多いことを踏まえ、在留資格「技術」及び「人文知識・国際業務」の該当性の判断に当

たっては・・・柔軟に判断してその在留資格を決定することと願います・・・」との文書を公表し

たことで、関連性の幅は従来と比べて広くなったと解せるが、決して不要としているわけではない。

実際上、不交付の理由の多くが申請人の有する専門性と職務内容の不一致であることを鑑みると、

関連性の高さが重要な要素であることはいうまでもない、従って、関連性が薄い場合は、任意に、

当該申請人を受入れる合理的な理由とその根拠を示す文書を作成、丁寧な説明を心掛けることが望

ましい。 

日本の専修学校についても、専門課程の修了に際しては「専門士」の称号授与が求められ大学等と

同様、称号証書の提出をもってこれを証している。なお専修学校の修了者の場合、専門課程につい

て大学等の卒業者と比べて従事する業務との関連性が限定的になる傾向が強い。よって、従事する

業務との該当性を証する際には業務内容と履修科目の合致性に細心の注意を払うことが必要であ

る。 

なお、本在留資格の「国際業務」の分野においては、上記学歴を有していない場合でも、従事する

業務内容に関連する実務経験を 3年以上有していることをもって適合性を証する（証明については

後述する実務経験による適合性と同様）ことが可能である。この業務内容には、（申請人の出身国・

地域の文化に基礎をおいた）翻訳、通訳、語学の指導、海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係

るデザイン・商品開発これらに類似する業務が一般的に含まれているが、大学卒業者が翻訳、通訳、
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語学の指導を行う場合はついては、上記の実務経験は要しないとされている。 

また、ＩＴ技術者においても、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」の有資格者で

あれば、当該資格の合格証書又は資格証書等の書類をもってこれを証することで適合性が得られる

とされている。 

10年の実務経験をもって適合性を証する場合は、在職証明書等、関連する業務に従事した期間を証

する所属機関が発行した文書をもってこれを行うことになるが、大学、高等専門学校、高等学校、

中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻し

た期間を算入することも可能なため、この場合は当該教育機関から発行される証明書類を併せて提

出することになる。 

 

申請人の報酬 

報酬について、具体的な額は決まっていない。同じ受入機関において、同様の職務、地位にいる日

本人と同等ないしそれ以上であれば事足りるとされている。 

しかし比較対象がない場合、申請人の学歴、経歴等も踏まえ同様の職種、地位に対する給与水準を

参考に判断されるため、受入機関の規模の大小で、支払額がいたずらに低い場合、不交付になる可

能性が高い。また、支払額が同業他社と同等であっても手当（課税対象とならないもの）等を含む

形態の場合はこの条件を満たしていないと判断される。報酬はあくまでも労働の対価となる基本給

の額をもって判断されることに注意されたい。 

受入機関との契約 

契約形態は、雇用が一般的であるが、これに限らず委任、委託、嘱託等、又は派遣契約や請負契約

も該当する。ただし、契約形態にかかわらず、在留の趣旨から契約期間は継続的であることを要す

る。従って契約期間が短い場合は、認定される在留期間が契約期間と同等の期間となる可能性が高

くなるため、長期の在留期間を希望する場合は、受入れ機関と相談の上、1 年以上の契約期間を設

定すると同時に更新に関する条項を盛り込む継続性を担保した契約内容にしておくなどの対応を

検討する必要がある。なお職務内容や報酬についても、これらの契約書（内定書、労働条件通知書

も含まれる）に明示することになるが、実務上は、少なくともつぎに示す労働基準法施行規則第 5

条第 1項第 1号ないし 4号に規定される項目が網羅されていることが望ましい。 

・雇用形態 

・契約期間 

・就業場所 

・職務内容 

・就労日、就業時間、休日等 

・賃金 

・退職 

 

契約書等に、明示された職務内容と申請人の専門性について資格該当性を判断しかねる場合、出入

国在留管理局は上述した「資料提出通知書」の送付をもって職務内容の詳細につき受入機関名（押

印を含む）による説明書の提出を求めてくることが通常である。よって、実務上は、明らかに該当

性を有している（たとえば、ＩＴ企業が情報処理学を修了した専門学校卒業者をプログラム開発者
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として雇用する。金融機関が会計学を専攻した大学卒業者を融資担当部署に配属する）場合を除き、

受入機関における職務の必要性、職務内容の詳細および具体的な役割を業務内容の専門性と学歴等

との関連性の視点で説明した文書を申請時に提出することが望ましい。また、派遣業務等の場合は、

派遣先において従事する業務内容について資格該当性が判断されるため、その点留意されたい。 

 

受入機関の該当性 

申請人の受入機関となる本邦の公私の機関の該当範囲には、国、地方公共団体、独立行政法人、会

社法人、公益法人のほか任意団体、又は日本に事務所・事業所を有する外国の国・地方公共団体（地

方政府）、法人等が含まれる。加えて、法人格を有しない個人事業主も、日本で事務所や事業所等を

有している場合は、同様に該当する。 

 

受入機関の適合性 

受入機関についても申請時に当該機関の履歴事項全部証明書、会社案内、決算書等の提出が求めら

れるが、これは業種、業容の観点から、外国人を雇用する必然性の有無、事業規模の観点から継続

的に外国人の雇用できる安定した経営基盤の有無について審査がなされている。審査の結果、受入

機関について問題があると判断された場合も、当然交付はなされない。 

その意味で、冒頭記した「日本での活動内容に応じた資料」で区分けされたカテゴリは、所属機関

の規模、事業の安定性、継続性を推定する上での証左といえよう。 

 

提出する証明書類等 

日本の機関が発行する証明書類については、申請時、書類によっては発行日付が申請日以前 3月以

内に限定されていたり原本の提出が求められたりするが、海外の機関の場合は、証明書類もコピー

のみの提出で事足り、証明書類の発行日付についても特段の限定はない。 

なお、外国語で記載された証明書類等については、日本語訳を併せて付すことが求められるが、必

ずしも逐語訳は必要とせず、証したい箇所の部分訳でも構わない。 

また、申請書については、令和 2 年 7 月 17 日に閣議決定された規制改革実施計画等に基づき、受

入機関の押印は不要となったが、受入機関が自身で発行する証明書類については押印するのが一般

的である。なお押印については、必ずしも代表印であることを要しない。 

 

② 企業内転勤（高度専門職 1号ロ含む） 

「企業内転勤」は、日本にある受入機関と関連性を有する海外機関の従業員が当該受入機関に期間

を定めて異動し、自然科学・人文科学・国際業務に関する業務に従事する際に在留を許可される資

格である。よって、在留資格該当性においては、「企業内転勤」の活動範囲は、「技術・人文知識・

国際業務」のそれと同様であるところが多い。しかし上陸基準適合性において、上記の海外機関に

おいて 1年以上継続して、自然科学・人文科学・国際業務に関する業務に従事していれば事足りる

ことから、本在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」で求める学歴要件や実務経験が緩和された

資格と解すこともできる。なお実務経験を証する際には、従事した業務と期間が明示された当該海

外機関が発行する在職証明書等を提出することが一般的である。 

また、受入機関における適合要件についても、「技術・人文知識・国際業務」と同様であるが、異動
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元となる海外機関との関連性を証することに本在留資格の特徴がある。 

海外機関からの異動において本在留資格の対象となるのは、つぎにあげられる異動が一般的である。 

同一機関内での異動 

・本店（本社）と支店（支社、営業所）間の異動 

系列機関からの異動 

・親会社（他の会社の議決権の過半数を有している会社）とその子会社間又は孫会社（みなし子会

社）間もしくは子会社と孫会社間の異動 

・子会社間又は孫会社間の異動 

※この場合、曾孫会社間の異動は原則、対象外とされているが、親会社から曾孫会社までの資本関

係が一貫して 100％の議決権を有している場合は、曾孫会社も子会社とみなされ、孫会社と曾孫会

社間の異動も含めて対象となる 

※親会社、子会社（孫会社）の判断については、会社法施行規則第 3条の規定に準ずる。 

関連機関からの異動 

・関連会社（他の会社（子会社を除く）の議決権の 20％以上を有している会社又は経営支配権を有

するものが同じ会社）からの異動 

※関連会社の判断については、企業会計基準第 16号「持分法に関する会計基準」に準ずる。  

なお実務上、当該海外機関との関連性を証する際には、同一機関内においては組織票や上述した在

職証明書でも事足りる。他方、系列機関・関連機関においては、経営支配関係が示された定款、登

記証明または株主名簿の写し等を提出するのが一般的であるが、当該海外機関内で権限のある者

（経営責任者、会計責任者等）による経営支配権のある旨が明示された文書（自認書）の写しでも

認められている。 

 

その他、本在留資格と「技術・人文知識・国際業務」との違いについては、 

・「期間を定めて」という規定から一定の転勤期間を定めた活動であり、転勤後無期限に日本に滞

在することを想定してしない。よって、労働契約において無期雇用は認められていない。 

・「当該事業所において行う」という規定から海外の系列機関・関連機関受入機関に転勤・出向した

外国人を、さらにそこから別の会社へ派遣されることは認められていない。 

という点に、留意されたい。 

 

③ 経営・管理（高度専門職 1号ハ含む） 

在留資格該当性において、「経営・管理」の活動範囲は、「本邦において貿易その他の事業の経営を

行い又は当該事業の管理に従事する活動」と規定されている。まず、事業について「貿易」は例示

であり、適法に行われる事業であれば業種・業容に特段の制限はない。ただし、営業に際して許認

可を必要とする事業については原則、申請時に当該許認可を取得している必要があることに留意さ

れたい。つぎに活動内容については、「・・・事業の経営を行う・・・」又は「・・・管理に従事す

る・・・」という 2つの内容を対象としている。 

「経営を行う」の意は、事業の経営に実質的に参画する、言い換えれば、事業に関する業務執行ま

たは業務監査に従事するなど運営に対する重要事項の決定に携わる活動であり、具体的には、代表

取締役、取締役、監査役、代表社員、業務執行社員などの役員の職に値する活動をいう。他方「管
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理に従事する」の意は、内部組織の管理業務に従事する職員としての活動であり、具体的には、部

長、工場長、支店長など組織活動上、部門を統括する職に値する活動をいう。 

上陸基準適合性においては、つぎのいずれの要件にも該当することが求められる。 

1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること 

2.申請に係る事業の規模が、下記のいずれかに該当していること 

ア）本邦に居住する 2人以上の常勤従業員を確保していること 

イ）資本金又は出資の総額が 500万円以上であること 

ウ）ア）又はイ）に準ずる規模であると認められるものであること 

3.事業が安定性と継続性を有していること 

4.管理の場合は、事業の経営又は管理について 3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場

合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること 

事業所について 

「申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在する」とは、事務所が確保されていることはも

とよりその形態について、当該事業を営むにあたり申請人が専有する独立したスペースを有してい

ることと併せて、当該の事務所で行われる製品やサービスの提供が、人ないし設備を通して、継続

的になされていることを満たしている必要がある。 

従って専有スペースが具体的に存在しないバーチャルオフィスやシェアオフィス等で他の事業者

との使用部分が明確に区分されていない形態（フリーアドレス）は、事業所として認められない。 

ただし、上記オフィス形態においても、一定の条件・手続きの範囲において起業支援を目的として

提供されるオフィスの利用については、事業所の確保要件に適合する旨がガイドライン「外国人経

営者の在留資格基準の明確化について」において明示された。（令和 2年 8月改訂） 

 

なお、本ガイドラインについては、以下を参照されたい。 

外国人経営者の在留資格基準の明確化について 

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005791.pdf 

加えて、占有スペースが確保されていたとしても事業内容によって必要な物的設備（一般的な事務

用機器はもとより、小売業や飲食業であれば店舗や厨房、製造業であれば工場や生産設備等）が備

わっていない場合は、原則、認められない。また、前記条件がすべて揃っていたとしても例えば短

期貸借（週ないし月単位の貸借）形態による確保では、継続性の点から適合性に欠けるとして認め

られないのが通例である。 

他方、住宅と事業所を兼用する場合は、事業を行う上での独立した専有部分の確保という観点から

いえば居住スペースと事業のために使用するスペースを明確に区分できていることが必要である。

具体的には、物理的に区分された部屋を、事業のみに使用する部屋として確保していることに加え、

当該のスペースの出入りに際して生活部分への干渉がないことが求められる。 

たとえば、1 階部分を事務所、2 階を住居といったような形態が事務所として使用できる例といえ

よう。 

また、上記以外にも、事業所として認識できる看板類の社会的標識を掲げていることが求められて

いることも要件に含まれていることに留意されたい。 

 

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005791.pdf
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事業規模について 

「本邦に居住する 2人以上の常勤従業員」の確保は、日本国内に在住かつ日本人、特別永住者、永

住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に該当する者 2名以上を、所定労働時間を通

じて勤務する労働形態をもって雇用する見込みがあることをいう。よって短時間労働者、パートタ

イムによる雇用はこれに該当しない。 

従業員の確保を証する資料としては、身分を証する住民票の写し及び労働条件の明示した通知書、

契約書等を提出するのが一般的である。 

「500 万円以上の資本金ないし出資金」については、当該事業に 500 万円以上を出資することが求

められている。出資者は申請人に限定はされていないが、申請人以外の者が出資者となっている場

合は、その経緯等の説明が求められることが多い。また 500万円の出所については申請人の個人資

産に限定されない。たとえば、親族、知人等他人からの貸与、贈与によって調達した資金を出資金

に充ててもよい。従って、出資したことを証明する場合、日本国内に開設している申請人ないし申

請人の代理人の銀行口座に 500万円が入金されていることを証するだけでは事足りず、その出所に

ついても証明する必要がある。申請人自身の資産をもって調達する場合でも、上記の銀行口座に送

金した記録に加え申請人の調達能力を示すために申請人の母国で発行される収入や財産に関する

証明書や銀行通帳の写し等の提出する場合もある。また、貸与、贈与による調達の場合は、契約書

等その旨を証する文書が必要となるが、申請人の年齢や経歴によっては申請のみならず資金提供者

の収入や財産に関する証明を求められる場合があることにも留意されたい。 

なお、本在留資格における事業形態は、法人、個人事業を問わないが、個人事業主の場合、開業届

を税務署に提出する際に日本における住所地が必要になるため、本申請においては、申請人たる外

国人が、申請時において海外に居住している実態上、個人事業をもって申請することはできないと

いえよう。 

また、適切な出資があれば法人の役員として経営を行う活動については申請人 1名でもこれを行う

ことが可能であるが、申請人の主たる職務内容は経営と管理業務である必要があるため、業種・業

容によって、たとえば店舗や作業場を必要とする事業（例：飲食業、小売業、製造業等）において

生ずる調理、接客、製造にかかる現場労働の兼任は認められない。従ってこのような業種・業容の

事業を行う場合には、出資如何にかかわらず、現場労働を担当する従業員の雇用が要件に加わるこ

とに留意されたい。この場合、常勤性は問われていないため外国人であっても資格外活動許可を有

していれば雇用が認められる。 

 

「2 人以上の常勤従業員又は 500 万円以上の出資に準ずる規模」についてであるが、規模に関する

要件の趣旨として、500万円以上の出資は、2名以上の常勤従業員の雇用に相当するとのことから、

例えば出資額が 500万円に満たない場合でも、常勤従業員を 1名確保でき 250万円以上の出資が可

能な場合などは、この要件に該当するものと思われる。 

 

事業の継続性・安定性 

経営を行う活動において、事業への支障から倒産や廃業が生じた場合、在留期間中に活動が途切れ

ることとなり該当性を欠くことになる。そこで本在留資格においては、事業が安定して継続的に営

まれるものと客観的に認められることが必要となる。これを証するために、実務上は、事業計画書
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を提出することになるが、事業が安定的に継続できる説明として概ね以下に掲げる内容が網羅され

ていることが望ましい。 

・事業開始に至った経緯 

・申請人の来歴 

・製品・サービスの概要 

・市場動向 

・製品・サービスの提供先（顧客層） 

・取引先（仕入れルート、販売ルート） 

・事業、製品・サービスの特徴（ユニークなノウハウや知識、人脈、業務経験など） 

・収支計画（概ね 3年間） 

－売上高、原価、売上総利益、販売管理費、営業利益 

 

管理に従事する活動 

事業の管理に従事する活動をもって交付を受けるには、上述した事業所確保の要件、事業規模の要

件に加え 

・事業の経営又は管理について 3年以上の実務経験を有すること 

・日本人と同等額以上の報酬を受けること 

が求められる。 

3 年以上の実務経験については、大学院での経営又は管理に関する科目の専攻期間を実務経験期間

に算入することができる。この場合、該当科目や期間が明示された履修証明、学位証明等をもって

これを証することになる。 

報酬については、他の在留資格同様、具体的な額は定められていない。あくまでも所属する法人等

に勤務する他の日本人と同じ職位の場合に同等かそれ以上であればよいとされている。 

 

④家族滞在 

「家族滞在」の活動内容は、在留資格を有する外国人又は在留資格認定証明書の交付申請を行おう

とする外国人の「扶養」をうける配偶者・子が行う日常的な活動（家事への従事、教育を受ける等

就労を伴わない活動）となる。 

この場合、扶養とは、原則、扶養者との同居を前提に、配偶者であれば経済的な依存状態にあるこ

とをいい、子であれば監護養育を受けている状態をいう。 

従って、たとえば被扶養者たる配偶者が扶養者の収入を超えるような収入を得ていることはもちろ

ん扶養者の収入が高い場合でも配偶者と大きな差異がない場合や同じく子が経済的独立をなして

いる場合は該当性を有しているとはいえないと解されている。 

扶養者の在留資格 

本在留資格において認定証明書の交付申請を行うことのできる扶養者の在留資格はつぎの資格と

されている。 

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教

育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興行」「技能」「文化活動」「留学」 

又、上記中「留学」については、つぎの教育機関とされている。 
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大学、短期大学、大学院、大学に準ずる機関（航空大学校、防衛大学校等）、高等専門学校（高専）、

専修学校の専門課程 

※大学、大学院研究科への夜間通学は範囲に含まれるが、日本語学校や専修学校の高等課程、一般

過程又は各種学校は含まれない。 

配偶者と子供の範囲 

本在留資格を申請できる配偶者と子供と被扶養者との関係は、つぎのとおりである。 

・配偶者：法律上婚姻状態にある配偶者をいう（内縁者、死別・離別した者、同性婚者を含まない） 

・子：嫡出子、認知した非嫡出子、普通養子、特別養子をいい、年齢は問わないが、（たとえば、20

歳以上の子であっても、学生である等の理由であれば親の扶養を受けていると判断される）一般的

には成年に達し、さらに年齢が上がるにつれて許可されにくくなる傾向にはある。 

なお、扶養者と配偶者又は子である申請人との身分関係を証するには、 

・戸籍謄本 

・婚姻届受理証明書 

・申請人と扶養者の出身国・地域の機関が発行した婚姻証明書 

・申請人の出生国・地域の機関が発行した出生証明書 

等から該当する証明書類を入手して提出することが一般的である。 

 

生計能力 

本在留資格の扶養にかかる生計能力における適合性であるが、扶養者には、被扶養者の生活費を支

弁できるだけ経済的基盤が求められる。この場合の資金力について明確な基準は定められていない

が、扶養者が就労資格を有している又は当該資格の認定証明書の交付を受けようとしている場合は、

在留を予定している自治体において同様の家族構成の生活者に対して給付される生活保護費が一

つの目安となろう。例えば夫婦二名の家庭が受給する生活保護費が月額 15～18 万円であればこれ

を超える定時かつ継続的な収入が確保できないと交付は難しいといえよう。 

他方、扶養者の在留資格が、「留学」や「文化活動」など非就労資格の場合は、被扶養者の在留期間

中の生活費の支弁が確実になされる手段が必要となる。たとえば、上記した生活保護支給額 1年間

分を超える世帯資産を有している場合などは、1 年間の生活費を賄える経費支弁能力があると認め

られている。 

また、扶養者及び被扶養者が資格外活動許可の範囲内で行った就労活動（アルバイト）による預貯

金も経費支弁能力として認められるだけでなく、扶養者又は被扶養者の親族又は第三者による資金

援助も、毎月等継続的な形態がとられているのであれば同様に認められるとされている。 

実務上、扶養者の経費支弁能力を証するには、就労資格においては、当該扶養者の受入機関が発行

する報酬にかかる契約書や証明書又は当該扶養者が 1 年以上在留している場合は収入額がわかる

納税証明書、非就労資格の場合は、当該扶養者、被扶養者の預貯金通帳の写し、親族又は第三者に

よる支援がある場合は、その旨を記した証明書を提出するのが一般的である。 

 

なお、本資格における申請に際して、被扶養者たる本来の申請人は海外に在住している関係上、扶

養者が既に在留資格を有している場合は、被扶養者の代理として扶養者が、扶養者も被扶養者とと

もに本申請を行う場合は、被扶養者の受入機関の職員等が代理人として申請を行うのが通常である。 
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⑤日本人の配偶者等・永住者の配偶者等 

「日本人の配偶者等」 

本在留資格に該当する外国人は、日本人の配偶者もしくは特別養子又は日本人の子として出生した

者であるが、その範囲は、つぎのとおりである。 

・配偶者：現に法的に有効な婚姻関係にある者をいい、離別・死別は含まれない。なお、内縁関係

の者や外国で有効に成立した同性婚によるものも含まれない。 

ただし、法的に有効な婚姻関係にあるだけでは事足りず、婚姻の実態（生活を一にしていること）

を伴う必要がある。 

・特別養子：実親との親族関係を切り離し、新たに養父母とのみ親族関係を築く養子縁組した（民

法 817条の 2第 1項による）者をいい、普通養子は含まれない。 

なお、特別養子の年齢は、令和 2年 4月 1日より対象が原則 15歳未満となり、15歳～17歳までの

子どもは本人の同意などを条件に、例外的に養子として認められるように改定されたことに留意さ

れたい。 

・日本人の子：日本人の子として出生したが、「外国籍」を有する者。具体的には外国で出生した場

合いに出生国の法律により二重国籍となり、日本国籍を選択しなかった者や日本人の子として出生

したが、その後国籍離脱をした者が対象となる。 

なお「日本人の子として出生」の意は、出生した時点で父または母のどちらかが日本国籍を有する

場合の子をいう。従って、外国籍の両親のもとで出生した子は、その後両親のいずれかが帰化申請

により日本国籍を取得したとしてもこれに該当しない。他方、日本国籍の父、外国籍の母のもとに

出生した子は、出生時点で父が死亡していた場合でも、父が死亡時点で日本国籍を有していれば、

これに該当する。 

また「子」に、嫡出子のみならず認知された非嫡出子も含まれる。 

 

生計能力 

本在留資格は、申請人の該当性という点においては「家族滞在」と類似する点もあるが、必ずしも

日本人の扶養を受けることを要しない。従って、日本人より配偶者等たる外国人の収入が高い場合

でも問題とはならない。ただし、双方の収入が極端に低く、財産もなくかつ継続的な援助もない場

合は、生活を送る上での経済基盤を問題とされ、不交付になる場合も少なくない。例えば、日本人

の収入が低く、配偶者等たる申請人の収入を期待する場合は、就職先や収入の見込み等を示した書

類を提出するなど生活基盤に問題が生じない旨を証することが必要である。 

 

婚姻の真正 

本在留資格については、特に配偶者の場合、婚姻の実態の有無や婚姻事態の信憑性の有無について

個別具体的に入念な審査がおこなわれるのが通常である。従って必要書類として提出が求められて

いる「質問書」の交際経緯等を記入する箇所は、任意記載になっているが、この欄には、かなり詳

細な実態の記載が必要である。 

実務上は、下記のような内容を記載することが多い。 

・知り合った時期、場所、きかっけ（トピックごとに日付も記載） 
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・交際の内容（コミュニケーションの交換手段、方法、デートの場所、デートの内容・・・） 

・交際から結婚に至る経緯（互いの性格、趣味、所作・振舞、評判・・・） 

・結婚することになったきっかけ（デート回数、プロポーズの当事者、プロポーズのタイミング・・・） 

・現在の婚姻生活状況（住居、仕事、経済基盤、預貯金、平日・休日の活動・・・） 

・将来の家族計画（家族環境、家庭環境、仕事環境・・・） 

かなりプライベートな側面に触れることになるので、十分なヒアリングの上、形骸的にならないよ

うに具体性をもって記載する。加えて、婚姻関係を補完する資料として日本人、配偶者たる外国人

双方が映っている写真の提出も求められているが、その他、交際の事実を推定できる昨今であれば

手紙に加えメール、SNSのコピー、両国を行き来した渡航記録なども用意しておくことが望ましい。 

なお、実務上の観点から、婚姻の真正が疑われやすい典型例を示しておく。 

・夫婦の年齢差が、かなり大きい（例えば 20才以上）場合 

・恋人紹介所・結婚紹介所等の紹介による場合 

・過去に日本人との離婚歴がある場合。加えて前婚の婚姻期間がかなり短い場合 

上記は、偽装結婚の疑いをかけられやすいため、より詳細かつていねいな記載に努めることを薦め

る。 

 

「永住者の配偶者等」 

本在留資格に該当する外国人は、永住者の配偶者又は子として出生した者であるが、その範囲は、

つぎのとおりである。 

配偶者：現に法的に有効な婚姻関係にある者をいい、離別・死別は含まれない。なお、内縁関係の

者や外国で有効に成立した同性婚による者も含まれない。 

子：実子（婚姻関係の有無にかかわらず、嫡出子も認知された非嫡出子も含まれるが、養子は含ま

れない）をいい、かつ日本で出生し、その後引き続き日本で居住している者をいう。よって、外国

で出生した者は該当しない。 

従って、永住者の子については、既に日本に存在していることから本申請においては対象外となる。

なお、本在留資格にあたらない外国で出生した永住者の子については、後述する「定住者」の在留

資格をもって本申請を行うことはできる。 

「永住者の子として出生」の意は、出生した時点で父または母のどちらかが永住者である子をいう。

その際、出生時点で父が死亡していた場合でも、死亡時点で永住者の在留資格を有していれば、こ

れに該当する。他方、申請人本人が出生後、父又は母親が永住者の在留資格を失った場合でも、「永

住者の子として出生した」ものと解される 

又、「特別永住者の配偶者等」に該当する外国人については、上記の「永住者」を「特別永住者」と

読み替えていただきたい。 

 

生計能力 

「日本人の配偶者等」と同様である。 

 

婚姻の真正 

「日本人の配偶者等」と同様である。 



13 

 

 

なお、本在留資格における申請者の身分関係を証する書類、滞在費用を証する書類については「家

族滞在」のそれらと概ね相違ない。 

 

⑥ 定住者 

本在留資格に該当する外国人は、他の在留資格に該当しないものの、法務大臣が特別な理由を考慮

して居住を認めるのが相当であるとされた者をいい、これに該当するものは、法務省による告示に

よってあらかじめ定められている。 

なお、告示に該当しない場合でも、社会情勢や当該外国人をとりまく種々の事情を鑑み、在留する

にふさわしい者と認める場合もある。（「告示外定住」という。） 

「告示外定住」は、本申請にないため、本稿では、告示による定住者の該当性、適合性につき解説

していく。 

 

本稿では、告示による定住者の該当性、適合性につき解説していく。 

なお、本稿発行時点での最新の告示内容については、つぎの URLを参照されたい。 

「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下

欄に掲げる地位を定める件（平成 2年法務省告示第 132号）」 

http://www.moj.go.jp/isa/laws/nyukan_hourei_h07-01-01.html 

 

告示 1号：難民（告示 2号は削除） 

本告示は、インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中

華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、

ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル又はラオス国内に一時的に

庇護されている難民を、日本国が「第三国定住」として受け入れるもので、日本において一般的な

社会生活を送ることができる難民本人、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟

姉妹が該当する。また相互扶助が行えることをもってこれら当該者の親族も含まれる。 

 

告示 3号：日系 2世 

本告示に規定される「日本人の子として出生した者の実子」とは、単に「日本人の孫」をいうもの

ではなく、父母が生まれた時点では、祖父母が日本国籍を有していることを要する。よって、本告

示に該当する者とは、日本国籍の祖父母により出生した父母が、日本国籍を離脱した場合、その外

国人となった父母の子（日系 2 世）をいう。なお、その父又は母が日本国籍を有している場合は、

「日本人の配偶者等」に該当するため本告示の該当性を要さない。また、当該外国人が、告示 1号、

8号に該当する場合は、当該告示が優先され、本告示には該当しないとされている。 

本告示に規定される「素行が善良である」ことについてであるが、つぎの事象に該当する者は、善

良性に欠くとされている。 

・日本国・外国の法令違反により、懲役・禁錮・罰金・これらの相当刑に処せられたことがある者、 

ただし、上記に該当する者でも、つぎの場合は除外されている。 

－道路交通法違反による罰金・相当刑に処せられた場合 

http://www.moj.go.jp/isa/laws/nyukan_hourei_h07-01-01.html
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－懲役・禁錮相当の刑の場合で、刑の執行が終わった日または刑の執行の免除を得た日から 10 年

経過した場合 

－懲役・禁錮相当の刑の場合で、刑の執行猶予の言渡し（これに相当する措置を受けた場合も含む）

を受けた者が、その執行猶予の期間（これに相当する期間）を経過した場合 

－罰金相当の刑の場合で、刑の執行が終わった日または刑の執行の免除を得た日から 5年経過した

場合 

・少年法による保護処分（少年法 24条 1項 l号及び 3号）が継続中の者 

・日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認め

られない特段の事情がある者 

・他人に入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者又は不法

就労のあっせんを行った者 

なお、日本で確認できない申請人の母国における犯罪の有無については、当該国の権限を有する機

関が発行する日本でいうところの「犯罪経歴証明書」、「無犯罪証明書」、「渡航証明書」等と同様、

犯罪歴あるいは犯罪歴がないことを証明する文書の提出が求められることもある。 

 

告示 4号：日系 3世 

本告示に規定される日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したこ

とがあるもの」とは、国籍離脱したことで外国人となった日本人を示すものである。よって、本告

示に該当する外国人は、日本国籍を離脱した元日本人である外国人の実子（日系 2世）の実子（日

系 3 世）をいう。また、当該外国人が、告示 1 号、3 号、8 号に該当する場合は、当該告示が優先

され、本告示には該当しないとされている。 

「素行の善良性」については、告示３号の規定と同様である。 

 

告示 5号：配偶者 

本告示に該当する配偶者は、つぎの者をいう。 

・日本人の子として出生した外国人で「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者：「日本

人の子として出生した外国人」とは、上述する日本国籍を離脱し外国国籍を有した者あるいはいず

れかが日本国籍を有する父母より日本国外において出生し、かつその後外国国籍を選択した者をい

う。よってこの外国人が「日本人の配偶者等」を有した場合に、その配偶者が該当する。 

・定住者の配偶者：本告示でいう定住者は、告示 3 号、4号の該当者で 1 年以上の在留期間をもっ

て「定住者」の在留資格を有しているものを除く。 

・日系人の配偶者：日系 2世（告示 3号）、3世（告示 4号）に該当し、1年以上の在留期間をもっ

て「定住者」の在留資格を有している者の配偶者をいう。 

「素行の善良性」については、告示 3号の規定と同様である。 

 

告示 6号：実子 

本告示に該当する外国人はつぎのとおりである。 

・日本人・永住者の実子 

「日本人」「永住者」「特別永住者」の実子で、扶養を受ける未成年・未婚の者をいう。本告示に該



15 

 

当する「日本人」の実子とは、子が出生の時点では外国人だった親が、その後帰化することで日本

国籍を有した場合にその当該子をいい、「永住者」「特別永住者」の実子とは、当該の永住者が日本

国外で子を出生した場合にその当該子をいう。 

・定住者の実子 

1 年以上の在留期間をもって「定住者」の在留資格を有している者の実子で扶養を受ける未成年・

未婚の者をいう。ただし、上記「定住者」が日系 2 世、3 世又はこれら日系人の配偶者である場合

は、素行の善良性」の要件が加わる。 

「素行の善良性」については、告示 3号の規定と同様である。 

・配偶者の婚姻前の実子 

婚姻した一方の配偶者が、「日本人」、「永住者」、「特別永住者」又は「定住者（在留期間 1年以上）」

の在留資格を有する一方の配偶者に対して他方の配偶者が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配

偶者等」の有していた場合、他方の配偶者が、婚姻前に有していた実子で、かつ扶養を受ける未成

年・未婚の者をいう。 

 

本告示に規定される「扶養」及び「未成年」、「未婚」の意は、上陸時点の状態をいい、上陸後、就

労する、成年に達する、婚姻する状態になったとしても、在留期間更新の申請時に、これらの理由

をもって不許可になることはない。なお成年年齢については、民法の改正により、2022年 4月 1日

から 18歳に引き下がるため、経過措置（2002年 4月 2日～2004年 4月 1日に出生した者は施行日

をもって成年に達する）も含めて留意されたい。 

特に「扶養」については、更新時に 18 歳を超えた者については、自活能力が備わっていると判断

される傾向にあるため、相応の説明が必要となろう。たとえば別居している場合は生活を一にして

いる説明がないと不交付となる傾向は強い。実務的には、申請時までの過去から養育の状況、申請

に至る経緯、日本における養育の必要性や今後の計画について説明する書類の提出に努めている。 

 

告示 7号：6歳未満の養子 

本告示に該当する外国人は、「日本人」、「永住者」、「特別永住者」、「定住者（在留期間 1 年以上）」

の在留資格を有する者の６歳未満の普通養子、特別養子をいう。 

養子については、上述した「日本人の配偶者等」では特別養子のみしか認められないこと、「家族滞

在」では年齢制限なく普通養子が認められるので、身分関係において、該当する在留資格が異なる

ことに留意されたい。 

 

告示 8号：中国残留邦人等 

本告示に該当する外国人はつぎのとおりである。 

中国在留邦人等 

・中国残留邦人：つぎの要件をすべて満たす者 

－昭和 20年 8月 9日以後の混乱状況の下で中国から日本に帰国しなかった者 

－昭和 20年 9月 2日以前から引き続き中国に居住している者 

－同日において日本国籍を有していたこと 

・中国残留邦人を両親とし、つぎの要件を満たす者 
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－昭和 20年 9月 3日以後に中国で出生し、引き続き中国の地域に居住している者 

 

施行規則（＊1）に該当する中国残留邦人等 

・1条 1号在留邦人：つぎの要件をすべて満たす者 

－昭和 20年 8月 9日以後の混乱状況の下で日本に帰国しなかった者 

－昭和 20年 9月 2日以前から引き続き中国に居住している者 

－出生の届出をすることができなかったために同日において日本国籍を有していなかった者 

－出生の日において日本国民として本邦に本籍を有していた者を両親とする者 

・1条 2号在留邦人：つぎの要件をすべて満たす者 

－上述の中国残留邦人の母親を有する者 

－同日において日本国籍を有していた父親を有する者 

－父親に関しては同日以前から中国に居住していないこと 

－昭和 20年 9月 3日以後に中国で出生したこと 

－引き続き中国の地域に居住している者 

・2条 1号在留邦人：つぎの要件をすべて満たす者 

－昭和 20年 8月 9日以後の混乱状況の下で樺太地域から日本に帰国しなかった者 

－昭和 20年 9月 2日以前から引き続き樺太地域に居住している者 

－同日において日本国籍または樺太国籍を有していたこと 

・2条 2号在留邦人：つぎの要件をすべて満たす者 

－2条 1号に該当する者を両親とする者 

－昭和 20年 9月 3日以後に樺太地域で出生したこと 

－引き続き樺太地域の地域に居住している者 

 

法律（＊2）に該当する中国残留邦人等と共に永住帰国する親族 

法律に該当する中国在留邦人等とは、上述の中国残留邦人又は中国残留邦人を両親とする者で、日

本に永住する目的をもって帰国する者（「永住帰国中国残留邦人等」）をいう。本告示は、前記「永

住帰国中国残留邦人等」と同様の目的をもって帰国する親族を対象とし、つぎの者が該当する。 

・永住帰国中国残留邦人等の配偶者 

・永住帰国中国残留邦人等の 20歳未満の実子で配偶者のいない者 

・永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けている実子で配偶者のいない者かつ日常生

活又は社会生活に相当程度の障害がある者 

・55 歳以上の者又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害をもつ永住帰国中国残留邦人等

から自立性や生活の安定性の観点から生活を共にした扶養を受けることが最適である旨の申出に

基づき帰国する当該永住帰国中国残留邦人等の実子又は当該子の配偶者 

 

中国残留邦人等の養子または配偶者の婚姻前の子 

本告示に該当する外国人はつぎのいずれかの者をいう。 

つぎの要件をすべて満たしている養子又は配偶者の婚姻前の子 

－6歳に達する前から中国残留邦人等、施行規則に該当する中国残留邦人等と同居していること（通
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学その他の理由により一時的にこれらの者と別居する場合は認められる） 

－中国残留邦人、施行規則に該当する中国残留邦人等から扶養を受けていること 

つぎの要件をすべて満たしている養子又は配偶者の婚姻前の子 

－6 歳に達する前から婚姻・就職するまでの間引き続き、中国残留邦人等、施行規則に該当する中

国残留邦人等と同居していること 

－中国残留邦人、施行規則に該当する中国残留邦人等から扶養を受けていたこと 

 

「扶養」については、告示 6号の規定と同様である。 

 

＊1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律施行規則（平成六年厚生省令第六十三号） 

＊2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自

立の支援に関する法律（平成六年法律第三十号） 
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 その他参考情報等 
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報酬統計表 

 日本行政書士会連合会 平成 27年度報酬額統計調査（抜粋） 

 

 

 

神奈川県行政書士会 令和 2年報酬額統計集計表（抜粋） 
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契約書に記載する事項 

 

在留資格認定証明書交付申請業務を受任する際には、委任契約書等を作成し契約を締結すること

が望ましい。委任契約書を作成する際には一般的な委任契約書に記載される内容の他、次の事項に

注意し記載内容を検討するとよいと考える。 

 

①報酬の支払い時期 

②依頼者が虚偽申告をしないことの誓約 

③万が一虚偽申告があった場合の対応 

④業務の範囲 

⑤申請が不許可、不交付となった場合の対応 

 

以上 


	表紙.pdf
	目次.pdf
	実務ガイダンス 20210312.pdf

